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令和５年第２回足寄町議会臨時会議事録（第１号） 

令和５年５月１０日（水曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 早瀬川   恵 君   ２番 井 脇 昌 美 君 

   ３番 榊 原 深 雪 君   ４番 矢 野 利惠子 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ６番 髙 橋 健 一 君 

   ７番 木 村 明 雄 君   ８番 細 川   勉 君 

   ９番 川 上 修 一 君  １０番 進 藤 晴 子 君 

  １１番 多治見 亮 一 君  １２番 二 川   靖 君 

  １３番 髙 橋 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足 寄 町 長              渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長              東海林 弘 哉 君 

足寄町農業委員会会長              吉 村   進 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総 務 課 長              松 野   孝 君 

福 祉 課 長              保 多 紀 江 君 

住 民 課 長              金 澤 眞 澄 君 

経 済 課 長              加 藤 勝 廣 君 

建 設 課 長              （事務取扱）丸山晃徳君 

国民健康保険病院事務長              川 島 英 明 君  

会 計 管 理 者              （兼）金澤眞澄君          

消 防 課 長              大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教 育 次 長              丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事 務 局 長              横 田 晋 一 君 

事 務 局 次 長              野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   中 鉢 武 志 君 

  



― 2 ― 

◎議事日程 

 日程第 １  仮議席の指定＜Ｐ４＞ 

 日程第 ２  会議録署名議員の指名＜Ｐ４＞ 

 日程第 ３  選 挙 第 １ 号       議長選挙＜Ｐ４～Ｐ５＞ 

 日程第 ４  会期の決定＜Ｐ５～Ｐ６＞ 

 日程第 ５  選 挙 第 ２ 号       副議長の選挙＜Ｐ６～Ｐ７＞ 

 日程第 ６  議席の指定＜Ｐ７＞ 

 日程第 ７  常任委員の選任＜Ｐ７～Ｐ８＞ 

 日程第 ８  議会運営委員の選任＜Ｐ８～Ｐ９＞ 

 日程第 ９  選 挙 第 ３ 号       十勝圏複合事務組合議員の選挙＜Ｐ９＞ 

 日程第１０  選 挙 第 ４ 号       とかち広域消防事務組合議会議員の選挙＜Ｐ９＞ 

 日程第１１  行政報告（町長）＜Ｐ１０～Ｐ１１＞ 

 日程第１２  報告承認第１号       専決処分の承認を求めることについて（足寄町税条例の一

部を改正する条例＜Ｐ１１～Ｐ１２＞ 

 日程第１３  報告承認第２号       専決処分の承認を求めることについて〔令和４年度足寄町

一般会計補正予算（第１４号）〕＜Ｐ１２～Ｐ１３＞ 

 日程第１４  報告承認第３号       専決処分の承認を求めることについて〔令和５年度足寄町

一般会計補正予算（第１号）〕＜Ｐ１３～Ｐ１５＞ 

 日程第１５  議案第３９号       副町長の選任について＜Ｐ１５～Ｐ１６＞ 

 日程第１６  議案第４０号       小型動力ポンプ付積載車（上足寄１号）購入売買契約につ

いて＜Ｐ１６～Ｐ１７＞ 

 追加日程第 １       議案第４１号 監査委員の選任について＜Ｐ１７～Ｐ１８＞ 

 追加日程第 ２       閉会中継続調査申出書（広報広聴常任委員会・議会運営委員会）＜Ｐ１８＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 臨時議長の紹介 

○議会事務局長（横田晋一君） おはよう

ございます。 

 事務局長の横田晋一です。よろしくお願

いいたします。 

 本臨時会は、一般選挙後初めての議会で

すので、議長が選出されるまでの間、地方

自治法第１０７条の規定によって、出席議

員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を

行うこととなっております。 

 本日、御出席議員の中で年長議員は井脇

昌美議員でございます。 

 井脇昌美議員を御紹介いたします。 

 では、井脇昌美議員は議長席にお着きお

願いします。 

○臨時議長（井脇昌美君） ただいま紹介

されました井脇昌美でございます。 

 地方自治法第１０７条の規定によって、

議長選挙が終わるまで臨時議長の職務を行

います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◎ 議員の自己紹介 

○臨時議長（井脇昌美君） お諮りしま

す。 

 このたびの選挙において、お互いに当選

の栄誉を担って議席を得ましたが、初対面

の方もおられますので、住所、氏名の自己

紹介をお願いいたしたいと思いますが、皆

さん、いかがでしょうか。異議はありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（井脇昌美君） 異議がないと

認めます。 

 では、ただいまより自己紹介をお願いい

たします。 

 議席番号２番の木村議員より順次お願い

をいたします。 

（各議員自己紹介） 

○臨時議長（井脇昌美君） ありがとうご

ざいます。 

 

◎ 町長挨拶 

○臨時議長（井脇昌美君） このたびの選

挙において、町長に当選されました渡辺俊

一君から御挨拶があります。 

 町長、演壇でよろしくお願いいたしま

す。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しを頂

きましたので、一言御挨拶を申し上げま

す。 

 まずもって、このたびの町議会議員選挙

におきまして、めでたく御当選の栄に浴さ

れました議会議員の皆様に心からお祝いを

申し上げます。誠におめでとうございま

す。 

 私も町民の皆さんの御支援を頂きなが

ら、引き続き町政を担わせていただくこと

となりました。町民の皆様の期待と信頼に

応えるために、その使命と責任の重さで改

めて身の引き締まる思いであります。 

 今後、町民皆様の御期待に応えられるよ

うに全力で取組を進めていきたいと考えて

おります。議員皆様の御指導、御協力を心

からお願いを申し上げます。 

 さて、本日は選挙後の初の議会というこ

とでありますけれども、令和５年の第２回

目の臨時会ということでございます。 

 本日、審議をお願いする案件でございま

すけれども、専決処分に関する報告承認３

件、それから議案といたしまして、副町長

の選任、小型動力ポンプ付積載車（上足寄

１号）、消防車の関係でありますけれど

も、購入売買契約についての２件となって

ございます。御審議賜りますようよろしく

お願いを申し上げます。 

 これからまた４年間よろしくお願いを申

し上げまして、御挨拶とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 

◎ 職員の自己紹介 

○臨時議長（井脇昌美君） 次に、教育委
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員会教育長、農業委員会会長、代表監査委

員が議場においでですので、自己紹介をお

願いいたします。各部局長、自己紹介お願

いいたします。 

（各職員自己紹介） 

○臨時議長（井脇昌美君） ありがとうご

ざいます。 

 

◎ 執行機関幹部職員の自己紹介 

○臨時議長（井脇昌美君） 次に、執行機

関幹部職員の紹介をお願いをいたします。 

 副町長を最初に、幹部職員自己紹介、順

にお願いをいたします。 

（副町長以下、幹部職員自己紹介） 

 

◎ 議会事務局職員の自己紹介 

○臨時議長（井脇昌美君） 次に、議会事

務局職員の紹介をお願いいたします。 

（議会事務局長以下、事務局職員自己紹

介） 

○臨時議長（井脇昌美君） ありがとうご

ざいます。 

 ここで、幹部職員の方は退席されて結構

です。なお、町長、副町長、教育長、代表

監査、農業委員会会長は在席お願いいたし

ます。 

 

◎ 開会宣告 

○臨時議長（井脇昌美君） ただいまか

ら、令和５年第２回足寄町議会臨時会を開

会いたします。 

 

◎ 開議宣告 

○臨時議長（井脇昌美君） 直ちに、本日

の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配付のとおりでご

ざいます。 

 

◎ 仮議席の指定 

○臨時議長（井脇昌美君） 日程第１ 仮

議席の指定を行います。 

 仮議席は、現在御着席の議席といたしま

す。 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○臨時議長（井脇昌美君） 日程第２ 会

議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、足寄町議会総合条例

第１８４条の規定により、臨時議長におい

て、木村明雄君及び榊原深雪君を指名をい

たします。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時１３分 休憩 

午前１０時１３分 再開 

○臨時議長（井脇昌美君） 休憩を閉じ、

会議を再開をいたします。 

 

◎ 選挙第１号 

○臨時議長（井脇昌美君） 日程第３ 選

挙第１号議長選挙を行います。 

 選挙は、投票で行います。 

 議場の出入口を閉めてください。 

（議場閉鎖） 

○臨時議長（井脇昌美君） ただいまの出

席議員は１３人でございます。 

 次に、立会人をここで指名をさせていた

だきます。 

 条例第５５条の規定により、立会人に田

利正文君、髙橋健一君及び矢野利惠子君を

指名をいたします。 

 投票用紙を配ります。 

（投票用紙配付） 

○臨時議長（井脇昌美君） 皆さんにお諮

りします。 

 投票用紙の配付漏れはございませんか。

皆さん、全部お手元に投票用紙あります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（井脇昌美君） 配付漏れなし

とここで認めたいと思います。 

 投票箱を点検します。立会人の３名の方

は投票箱を点検してください。 

（投票箱点検） 

○臨時議長（井脇昌美君） 異状なしと認
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めます。 

 念のために申し上げます。 

 投票は、単記無記名でございます。投票

用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に

応じて順次投票願います。 

 なお、白票は無効でございます。 

 事務局長が議席番号と名前を呼び上げま

すので、順番に投票を願います。 

 では、進めていただきたいと思います。 

（投票） 

○臨時議長（井脇昌美君） ここでお諮り

をしたいと思います。 

 投票漏れは皆さんございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（井脇昌美君） 全員投票完了

といたします。 

 投票漏れなしと、ここで認めたいと思い

ます。 

 投票を終了いたします。 

 次に、開票に進みたいと思います。開票

をお願いいたします。 

 田利正文君、髙橋健一君及び矢野利惠子

君の立会をお願いいたします。 

（開票） 

○臨時議長（井脇昌美君） 開票が完了い

たしました。 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１３票、これは先ほどの出席議

員数に符合しております。そのうち有効票

数１２票、無効票数１票。 

 有効投票のうち、髙橋秀樹君１０票、矢

野利惠子君２票、以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は４票でございま

す。 

 したがって、髙橋秀樹君が議長に当選さ

れました。 

 議場の出入口を開きます。 

（議場開鎖） 

○臨時議長（井脇昌美君） ただいま議長

に選出されました髙橋秀樹君が議場におら

れますので、条例第５６条第２項の規定に

よって当選の告知をいたします。 

 

◎ 議長当選の挨拶 

○臨時議長（井脇昌美君） 議長に当選さ

れました髙橋秀樹君から発言を求められて

おりますので、これを許します。 

○議長（髙橋秀樹君） ただいま各議員皆

様より御推挙いただきまして、議長という

重責を担わせていただきます、髙橋秀樹で

す。 

 就任に当たり、一言御挨拶申し上げま

す。 

 地方議会とは、地方公共団体の意思を決

定する機能及び執行機関を監視する機能を

担うものとし、同じく直接選挙された町

長、執行機関と相互牽制し合うことによ

り、地方自治の適正な運営を担う場であり

ます。 

 今回の選挙は無投票という形でありまし

たが、多くの住民の負託を受けた議員とし

て、住民の意思、意見が尊重できる議会、

しっかりと執行機関と議論を重ねることの

できる議会、各議員、政策提言ができる議

会を皆さんと共につくり上げていきたいと

考えております。 

 新たに２人の議員を迎え、議員１３名に

課せられた責務とは、足寄町をよりよくす

ること、より安心して生活できるまちにす

ることと考えております。いろいろな角

度、視点から多くの課題を皆さんと共に議

論し、解決していきたいと考えておりま

す。 

 最後になります。５期２０年にわたり、

議長を務め上げた前吉田議長に敬意を表

し、私自身もしっかりと議会運営ができる

よう、誠心誠意、粉骨砕身、議長という重

責を全うしてまいる所存でございますの

で、皆様の御協力をお願いをいたし、御挨

拶と代えさせていただきます。よろしくお

願いをいたします。 

○臨時議長（井脇昌美君） これで、臨時

議長の職務は全部終了させていただきまし

た。大変、皆さん方の御協力、誠にありが
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とうございました。 

 議長は、議長席にお着き願いたいと思い

ます。 

 ただいまより、暫時休憩といたします。

御協力ありがとうございました。 

午前１０時２９分 休憩 

午前１０時３３分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開します。 

 

◎ 会期決定の件 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第４ 会期決

定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日としたいと

思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、会期は、本日１日間と決定しま

した。 

 

◎ 選挙第２号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第５ 選挙第

２号副議長の選挙を行います。 

 副議長の選挙は、投票で行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

○議長（髙橋秀樹君） ただいまの出席議

員は１３人です。 

 次に、立会人の指名をいたします。 

 条例第５５条の規定により、立会人に多

治見亮一君、二川靖君、川上修一君を指名

いたします。 

 投票用紙を配ります。 

（投票用紙配付） 

○議長（髙橋秀樹君） 投票用紙の配付漏

れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 投票箱を点検しま

す。 

（投票箱点検） 

○議長（髙橋秀樹君） 異状なしと認めま

す。 

 念のために申し上げます。 

 投票は、単記無記名です。投票用紙の被

選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じ順次

投票願います。 

 なお、白票は無効です。 

 事務局長が議席番号と氏名を呼び上げま

すので、順番に投票を願います。 

（投票） 

○議長（髙橋秀樹君） 投票漏れはありま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 投票漏れなしと認

めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 多治見亮一君、二川靖君、川上修一君の

立会を願います。 

（開票） 

○議長（髙橋秀樹君） 選挙の結果を報告

します。 

 投票総数１３票、これは先ほどの出席議

員数に符合しております。そのうち有効投

票１３票、無効投票ゼロ票。 

 有効投票のうち、二川靖君１１票、矢野

利惠子君２票、以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は４票です。 

 したがって、二川靖君が副議長に当選さ

れました。 

 出入口を開きます。 

（議場開鎖） 

○議長（髙橋秀樹君） ただいま副議長に

選出されました二川靖君が議場におられま

すので、条例第５６条第２項の規定によっ

て当選の告知をします。 

 

◎ 副議長当選の挨拶 

○議長（髙橋秀樹君） 副議長に当選され

ました二川靖君から発言を求められており

ますので、これを許します。 
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 副議長 二川靖君。 

○副議長（二川 靖君） ただいまの副議

長の選挙において、議員の皆さんの推挙を

頂き、副議長の重責を担うことになりまし

た、二川靖です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 この席に立って、重責の重さに身が引き

締まる思いでございます。 

 この３年間、新型コロナウイルスでなか

なか議会と町民の距離が離れていたという

ふうに、私自身考えております。この５月

８日からはコロナの関係も緩和され、皆さ

んの座っている議席もパーティションが取

れたということで、これから、３年間のコ

ロナで活動できなかった活動を、議員の皆

さんと共に推し進めていきたいというふう

に考えているところでございます。 

 私はこの間、町民の声を大切にしていく

中で、声なき声も今後以降は皆さんと共に

拾い上げながら、明るい、楽しい、そして

暮らしやすい町をつくっていきたいという

ふうに考えております。 

 いずれにしても、議会と町の行政側は車

輪で言えば両輪ということもありますけれ

ども、そういった意味において皆さんと共

に議会運営を進めていきたいというふうに

考えておりますので、どうかひとつよろし

くお願いいたします。 

 

◎ 議席の指定 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第６ 議席の

指定を行います。 

 議席は、条例第２５条第１項の規定によ

り議長が定めることになっておりますが、

公平な方法として抽せんにより行い、その

結果を議長が定めたことにいたします。 

 ただいまより抽せんを行い、その番号を

それぞれの議席と定めます。 

 なお、条例第２５条第７項の規定によ

り、議長の席を最終番、副議長の席は最終

２番として指定いたします。 

 したがって、議長、副議長は抽せんを行

わないことになりますので、御了承願いま

す。 

 これから抽せんを行いますが、抽せんの

順は、仮議席の順序により行いたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認め、

仮議席の順序により抽せんを行います。 

 抽せんを行いますので、暫時休憩いたし

ます。 

午前１０時４７分 休憩 

午前１０時５７分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 抽せんの結果、氏名と議席番号を局長に

朗読させます。 

○議会事務局長（横田晋一君） １番早瀬

川議員、２番井脇議員、３番榊原議員、４

番矢野議員、５番田利議員、６番髙橋健一

議員、７番木村議員、８番細川議員、９番

川上議員、１０番進藤議員、１１番多治見

議員、１２番二川議員、１３番髙橋秀樹議

員、以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） ただいま朗読した

とおり議席を指定します。 

 議席が決まりましたので、それぞれ、た

だいまの指定の議席にお着き願います。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時５８分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開します。 

 

◎ 常任委員の選任 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第７ 常任委

員の選任を行います。 

 お諮りします。 

 常任委員の選任方法については、条例第

１１３条の規定により、議長が会議に諮っ

て指名することになっていますが、従来

行ってきた方法は、各議員から希望を取

り、議長が調整の上、議会に諮って指名す
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る方法となっていますが、この方法で御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 暫時休憩します。 

午前１１時１６分 休憩 

午前１１時２４分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 常任委員の選任について、ただいま休憩

中に調整をいたしました。条例第１０６条

第１項第１号の総務産業常任委員７名の名

前を申し上げます。井脇昌美君、木村明雄

君、田利正文君、矢野利惠子君、多治見亮

一君、進藤晴子君、髙橋秀樹君。 

 条例第１０６条第１項第２号の文教厚生

常任委員６名の名前を申し上げます。榊原

深雪君、髙橋健一君、二川靖君、川上修一

君、早瀬川恵君、細川勉君。 

 広報広聴常任委員会は、条例第１０６条

第１項第３号の規定により、議長を除く１

２名の委員といたします。 

 以上のとおり、指名したいと思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） 私、総務という

ふうに一応書いてはみたけれども、別に文

教でもいいので、もし総務のほうというふ

うに書かれた方がいたら交換でいいのです

けれども、そちらのほうがいいと思うの

で。私は全ての委員会を経験しているの

で、どちらでもよかったのですよね。ただ

単に最初のやつにただ丸しただけで、次の

ところに、だからもし総務と書かれた人が

いたらそれと交換、お願いします。 

○議長（髙橋秀樹君）  よく分かりまし

た。 

 今調整した結果、ほとんどの方が希望ど

おりにいっていると思います。（発言する

者あり） 

 そうですね。細川君のほうがなっていな

かったのですが、細川君の……（発言する

者あり） 

 指名されてますので、もうこれで決定と

させていただきます。よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、ただいま指名したとおり、

常任委員に選任することを決定いたしまし

た。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時２７分 休憩 

午前１１時２８分 再開 

○副議長（二川 靖君） 休憩を閉じ、会

議を再開します。 

 ただいま総務産業常任委員に選任されま

した議長から、常任委員を辞任したいとの

旨の申出があります。 

 議長は、その職責上、どの委員会にも出

席する権限を有しているほか、可否同数の

際における裁決権など、議長固有の権限を

考慮するとき、１個の委員会に委員として

所属することは適当ではなく、また、行政

実例でも議長について辞任を認めていると

ころでありますので、総務産業常任委員を

辞任したいとするものです。 

 辞任について許可することに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（二川 靖君） 異議なしと認め

ます。 

 したがって、議長の総務産業常任委員の

辞任については、許可することに決定しま

した。 

 暫時休憩します。 

午前１１時２９分 休憩 

午前１１時４４分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 諸般の報告を行います。 

 休憩中に各常任委員会において、委員長
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及び副委員長の互選が行われ、その結果の

報告が議長の手元に参りましたので、報告

いたします。 

 総務産業常任委員会委員長に多治見亮一

君、副委員長に矢野利惠子君。文教厚生常

任委員会委員長に川上修一君、副委員長に

榊原深雪君。広報広聴常任委員会委員長に

田利正文君、副委員長に早瀬川恵君。 

 以上のとおり、互選された旨の報告があ

りました。 

 

◎ 議会運営委員の選任 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第８ 議会運

営委員の選任を行います。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時４５分 休憩 

午前１１時４７分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員会の委員の選任について

は、条例第１１３条の規定により、多治見

亮一君、川上修一君、田利正文君、進藤晴

子君、木村明雄君、以上５名を指名したい

と思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時４８分 休憩 

午前１１時５２分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 諸般の報告を行います。 

 休憩中に議会運営委員会において、委員

長及び副委員長の互選が行われ、その結果

の報告が議長の手元に参りましたので、御

報告いたします。 

 委員長に進藤晴子君、副委員長に木村明

雄君、以上のとおり報告がありました。 

 

◎ 選挙第３号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第９ 選挙第

３号十勝圏複合事務組合議会議員の選挙の

件を議題といたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１

１８条第２項及び条例第４９条第４項及び

第７項第１号の規定により、議長が指名す

る指名推選にしたいと思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、選挙の方法は、議長が指名

する指名推選によることに決定いたしまし

た。 

 十勝圏複合事務組合議会議員に髙橋秀樹

を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名したとおり、当選人

とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、ただいま指名いたしました

十勝圏複合事務組合議会議員に髙橋秀樹が

当選いたしました。 

 

◎ 選挙第４号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１０ 選挙

第４号とかち広域消防事務組合議会議員の

選挙の件について議題といたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１

１８条第２項及び条例第４９条第４項及び

第７項第１号の規定によって、議長が指名

する指名推選にしたいと思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、選挙の方法は、議長が指名

する指名推選によることに決定いたしまし

た。 
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 とかち広域消防事務組合議会議員に髙橋

秀樹、二川靖君を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長が推薦したとおり、当選人

とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、ただいま指名いたしました

とかち広域消防事務組合議会議員に髙橋秀

樹、二川靖君が当選いたしました。 

 それでは、昼食のため休憩といたしま

す。 

 会議の再開は１時１５分といたします。 

 １時から議会運営委員会を開催をいたし

ますので、よろしくお願いをいたします。 

午前１１時５６分 休憩 

午後 １時１５分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

ただいま開催されました第２回臨時会に伴

う議会運営委員会の協議の結果を報告いた

します。 

 これより、町長から行政報告を受けま

す。 

 次に、報告承認第１号から報告承認第３

号と議案第３９号から議案第４０号を即決

で審議いたします。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

 なお、本会議終了後に、全員協議会、議

員会総会を開催し、その後、役場庁舎前に

おいて記念写真の撮影を行いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 行政報告 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１１ 行政

報告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しを頂

きましたので、行政報告を申し上げます。 

 足寄町における新型コロナウイルス感染

症に対する取組について御報告いたしま

す。 

 令和２年に国内で新型コロナウイルス感

染症が発生した後、政府は新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法に基づき「新型コロ

ナウイルス感染症対策の基本的対処方針」

を定め、住民及び事業者へ感染対策に関す

る協力要請等を行ってきましたが、令和５

年５月８日より新型コロナウイルス感染症

が感染症法上の２類相当から５類感染症に

位置づけられたため、基本的対処方針は廃

止され、法律に基づき行政が様々な要請・

関与をしていく仕組みから、個人の選択を

尊重し、国民の自主的な取組をベースとし

た対応に変わることになりました。 

 これにより、本町においても足寄町新型

コロナウイルス感染症対策本部を解散する

こととし、今まで講じてきた各種対策を見

直しすることとしました。 

 見直しの内容といたしましては、新北海

道スタイル宣言の終了、各施設の利用人数

制限の廃止、施設の消毒作業の終了等です

が、基本的な感染対策のために各施設入り

口の検温器やアルコール消毒液の設置等は

当面継続し、利用者に自主的な感染対策を

行っていただくこととしました。 

 なお、庁舎等の窓口につきましては、来

庁される方への感染防止対策といたしまし

て、当面パーティションを設置することと

し、職員のマスク着用を推奨することとし

ております。 

 感染症法上の位置づけは変更になりまし



― 11 ― 

たが、新型コロナウイルス感染症の特徴が

変わるわけではないことから、今後も町民

の皆様に基本的な感染対策について周知を

図ってまいります。 

 次に、令和５年度における新型コロナワ

クチンの接種についてですが、国は新型コ

ロナウイルス感染症の重症化予防を目的

に、５月から８月にかけて、２回以上接種

した方のうち感染した場合の重症化リスク

が高い高齢者等について追加接種を行うこ

ととし、また、ここ数年年末年始に流行が

見られることから、全ての年齢の方を対象

として、９月から１２月にかけて１回の追

加接種を行うこととしています。 

 ５月から８月にかけての春開始接種は、

２回目以上のワクチン接種完了から３か月

以上経過した６５歳以上の方、医療従事者

等及び１２歳以上６４歳以下の基礎疾患の

ある方で追加接種を希望する方を対象に接

種を行うこととなっていますが、本町にお

いては、町内医療機関と協議を行い、集団

接種を中心に実施することとしました。 

 今後、高齢者施設入所者及び医療従事者

等への接種を開始し、一般高齢者等につい

ては６月から接種を行います。一般高齢者

のうち前回オミクロン株対応ワクチン接種

者については集団接種での日時を指定し、

５月１８日以降に接種券を送付することと

しています。 

 なお、都合により集団接種で接種できな

かった方等につきましては、国民健康保険

病院で接種できる体制を整えます。 

 また、１２歳以上６４歳以下の基礎疾患

のある方につきましては、接種の予約を受

けた後に速やかに接種券を送付し、円滑に

接種できるよう対応してまいります。 

 そのほか、５歳から１１歳の小児追加接

種や生後６か月から４歳までの乳幼児接

種、５歳以上の１、２回目接種につきまし

ても、接種を希望する方全員が接種できる

よう、町内医療機関の御協力を頂きながら

接種日程を設定してまいります。 

 なお、９月以降の接種については、国に

おいて詳細を検討中であることから、内容

が固まり次第、使用するワクチンや接種日

程等を設定することとし、今後も国の方針

等を踏まえ接種を促進できる体制を整備し

てまいります。 

 令和５年度における新型コロナワクチン

の接種に係る経費につきましては、令和５

年度当初から準備を開始する必要があった

ことから、専決処分により対応させていた

だきましたので、御理解賜りますようお願

いを申し上げます。 

 次に、コロナ禍において、食費等の物価

高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の

子育て世帯に対し、児童１人当たり５万円

の特別給付金を支給することにより、生活

の支援を行う「子育て世帯生活支援特別給

付金事業」について御説明いたします。 

 この事業は、全国一律で実施される事業

であり、財源は国の補助金となっておりま

すが、国の通知により、速やかに事業を実

施するため、関係予算を専決処分させてい

ただきました。事業の詳細については、予

算説明資料に記載しておりますが、対象者

は令和４年度に実施した「低所得の子育て

世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付

金」の支給対象者であることから、申請手

続不要で町からの通知を行った後に速やか

に振込をしてまいります。 

 また、令和５年度に新たに非課税、もし

くは直近で収入が急変し住民税非課税相当

となった１８歳未満の児童を養育する子育

て世帯も申請により支給対象となることか

ら、町広報紙などにより周知を行っていき

ます。 

 以上、本町における新型コロナウイルス

感染症に対する取組について御報告いたし

ましたが、今後も国や北海道など関係機関

からの情報を収集し、感染拡大等の状況に

応じて必要な対応を行うとともに、コロナ

禍により打撃を受けている町内経済等に対

する支援を図るべく対応策を検討してまい
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りますので、御理解を賜りますようお願い

を申し上げ、行政報告とさせていただきま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これで、行政報告

を終わります。 

 

◎ 報告承認第１号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１２ 報告

承認第１号専決処分の承認を求めることに

ついて（足寄町税条例の一部を改正する条

例）の件を議題とします。 

 本件について、報告を求めます。 

 住民課長 金澤眞澄君。 

○住民課長（金澤眞澄君） 議案１ページ

を御覧願います。 

 ただいま議題となりました、報告承認第

１号専決処分の承認を求めることについ

て、提案理由の御説明を申し上げます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、下記のとおり専決処分をしたので、同

条第３項の規定によりこれを報告し、議会

の承認を求めるものでございます。 

 専決処分書。 

 足寄町税条例の一部を改正する条例を次

のとおり専決処分する。 

 専決処分の理由は、地方税法等の一部を

改正する法律及び関係政省令が令和５年３

月３１日に交付され、原則として令和５年

４月１日から施行されることに伴い、足寄

町税条例の一部を改正する必要が生じまし

たが、緊急を要し、議会を招集する時間的

余裕がなかったため、令和５年４月１日施

行分について、令和５年３月３１日付で専

決処分をしたものでございます。 

 このたびの改正は、法律等の改正に合わ

せ所要の規定の整備を行うものであるた

め、改正規定の朗読を省略させていただき

ますが、主要な改正点について新旧対照表

により説明申し上げます。 

 ４ページを御覧いただきます。 

 附則第８条第１項の改正は、肉用牛の売

却による事業所得に係る町民税の特例の適

用期限を３年間延長するものでございま

す。 

 ５ページを御覧願います。 

 附則第１０条の２、１９項の改正は、大

規模の修繕等が行われたマンションに対す

る固定資産税の減額措置の創設に合わせ新

設し、その減額の割合を２分の１とするも

のでございます。 

 あわせて、第１０条の３、１２号で、そ

の申告について規定しています。 

 ６ページを御覧願います。 

 附則第１６条の改正は、軽自動車税の種

別割の税率を燃費性能に応じて減額する適

用期限を３年間、２５％軽減の対象につい

ては２年間の延長をそれぞれ行うものでご

ざいます。 

 ７ページを御覧願います。 

 附則第１７条の２第１項及び第２項の改

正は、優良住宅の造成等のため土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の

特例の適用期限をそれぞれ３年間延長する

ものでございます。 

 以上で、主要な改正点の御説明とさせて

いただきます。 

 ２ページにお戻りください。 

 附則として、この条例は令和５年４月１

日から適用するものでございます。 

 なお、令和４年度分まで、及び一定期間

に取得された課税客体における固定資産税

及び軽自動車税につきましては従前の例に

よるとする経過措置を講じております。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて報告を終

わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、報告承認第１号専決処分の承

認を求めることについて（足寄町税条例の

一部を改正する条例）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、報告承認第１号専決処分の

承認を求めることについて（足寄町税条例

の一部を改正する条例）の件は、原案のと

おり承認されました。 

 

◎ 報告承認第２号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１３ 報告

承認第２号専決処分の承認を求めることに

ついて〔令和４年度足寄町一般会計補正予

算（第１４号）〕の件を議題とします。 

 本件について、報告を求めます。 

 総務課長 松野孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題

となりました、報告承認第２号専決処分の

承認を求めることについて、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、下記のとおり令和５年３月３１日付で

専決処分をしましたので、同条第３項の規

定によりこれを御報告し、御承認をお願い

するものでございます。 

 理由につきましては、令和４年度末にお

きまして、町税、地方譲与税、地方消費税

交付金、地方交付税、積立金等の変更によ

りまして、予算の補正をする必要が生じま

したが、議会を招集する時間的余裕があり

ませんでしたので、専決処分をしたもので

ございます。 

 専決処分をした内容について、御説明申

し上げます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 令和４年度足寄町一般会計補正予算（第

１４号）。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

８,７８４万７,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１００億

８,３６２万８,０００円とするものでござ

います。 

 歳出から申し上げますので、１７ページ

をお願いいたします。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、第２

目基金積立金におきまして、財政調整基金

積立金といたしまして８,７８４万７,００

０円を計上いたしました。 

 次に、歳入の主なものについて申し上げ

ますので、１４ページへお戻りください。 

 第１款町税、第１項町民税におきまし

て、法人町民税を４３２万４,０００円減額

いたしました。 

 第２款地方譲与税、第１項自動車重量譲

与税におきまして、自動車重量譲与税を４

５９万７,０００円減額いたしました。 

 ページ飛びまして、１６ページをお願い

いたします。 

 第１１款地方交付税、第１項地方交付税

におきまして、特別地方交付税といたしま

して８,８５２万４,０００円を計上いたし

ました。 

 １１ページへお戻りください。 

 第２表、繰越明許費補正追加１件をお願

いいたしました。 

 以上、提案理由の御説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて報告を終

わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ
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ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、報告承認第２号専決処分の承

認を求めることについて〔令和４年度足寄

町一般会計補正予算（第１４号）〕の件を

採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、報告承認第２号専決処分の

承認を求めることについて〔令和４年度足

寄町一般会計補正予算（第１４号）〕の件

は、原案のとおり承認されました。 

 

◎ 報告承認第３号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１４ 報告

承認第３号専決処分の承認を求めることに

ついて〔令和５年度足寄町一般会計補正予

算（第１号）〕の件を議題とします。 

 本件について、報告を求めます。 

 総務課長 松野孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題

となりました、報告承認第３号専決処分の

承認を求めることについて、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 １８ページをお願いいたします。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、下記のとおり令和５年４月６日付で専

決処分をいたしましたので、同条第３項の

規定によりこれを御報告し、御承認をお願

いするものでございます。 

 理由につきましては、新型コロナウイル

ス感染症ワクチン接種事業及び物価高騰の

影響の大きい低所得の子育て世帯に対する

子育て世帯生活支援特別給付金事業を実施

するに当たり、予算の補正をする必要が生

じましたが、議会を招集する時間的余裕が

ありませんでしたので、専決処分をしたも

のでございます。 

 専決処分をした内容について、御説明申

し上げますので、１９ページをお願いいた

します。 

 令和５年度足寄町一般会計補正予算（第

１号）。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５,１２９万８,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９３億５,

９１６万２,０００円とするものでございま

す。 

 歳出から申し上げますので、２３ページ

をお願いいたします。 

 第３款民生費、第３項児童福祉費、第１

目児童福祉総務費におきまして、子育て世

帯生活支援特別給付金事業といたしまし

て、会計年度任用職員の報酬のほか子育て

世帯生活支援特別給付金４００万円など、

合わせて４４４万８,０００円を計上いたし

ました。 

 第４款衛生費、第１項保健衛生費、第２

目予防費におきまして、新型コロナウイル

ス感染症ワクチン接種事業といたしまし

て、会計年度任用職員の報酬、手当等のほ

か、２４ページの下段になりますが、ワク

チン接種医療機関等協力交付金１,７１１万

２,０００円など、合わせて４,６８５万円

を計上いたしました。 

 次に、歳入の主なものについて申し上げ

ますので、２２ページへお戻りください。 

 第１５款国庫支出金、第１項国庫負担

金、第２目衛生費国庫負担金におきまし

て、新型コロナウイルスワクチン接種対策

費国庫負担金といたしまして１,３８３万

３,０００円を計上いたしました。 

 第２項国庫補助金、第３目衛生費国庫補

助金におきまして、新型コロナウイルスワ

クチン接種体制確保事業費国庫補助金とい

たしまして３,２７５万３,０００円を計上
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いたしました。 

 以上、提案理由の御説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて報告を終

わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、報告承認第３号専決処分の承

認を求めることについて〔令和５年度足寄

町一般会計補正予算（第１号）〕の件を採

決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、報告承認第３号専決処分の

承認を求めることについて〔令和５年度足

寄町一般会計補正予算（第１号）〕の件

は、原案のとおり承認されました。 

 

◎ 議案第３９号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１５ 議案

第３９号副町長の選任についての件を議題

といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第３９号副町長の選任につ

いて、提案理由の御説明を申し上げます。 

 下記の者を足寄町副町長に選任いたした

く、地方自治法第１６２条の規定により議

会の同意をお願いするものでございます。 

 提案する方につきましては、住所、足寄

郡足寄町南３条５丁目１番地２、氏名、丸

山晃徳氏、昭和３８年３月２７日生まれで

ございます。 

 提案理由につきましては、令和５年５月

１０日をもって任期満了となることから、

再任をお願いするものでございます。 

 丸山氏の略歴につきましては記載のとお

りでございますので、説明は省略させてい

ただきます。 

 御同意賜りますようよろしくお願いを申

し上げ、提案理由の御説明とさせていただ

きます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終了します。 

 これから、議案第３９号副町長の選任に

ついての件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第３９号副町長の選任

についての件は、同意することに決定しま

した。 

 

◎ 副町長当選の挨拶 

○議長（髙橋秀樹君） ただいま副町長に

同意されました丸山晃徳君から挨拶の申出

がありますので、これを許します。 

○副町長（丸山晃徳君） 議長のお許しを

頂きましたので、一言御挨拶をさせていた

だきます。 
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 このたびは渡辺町長の御推選、そして議

員の皆様に全会一致をもちまして私の副町

長選任に御同意を頂きまして、心から感謝

申し上げます。 

 ４年前のこの日、この議場で選任同意い

ただき、コロナ禍の中、副町長という立場

で仕事をしてまいりました。反省、後悔す

ることも多く、改善すべき点が多いと思っ

ているところであります。新たな４年間、

渡辺町政を支える一人として、その職責の

重さを改めて見つめ直し、精いっぱい努力

させていただきます。 

 渡辺町長が目指す、福祉・農業・林業・

商工・観光・労働・教育などの様々な分野

で現場の声をお聞きし、住民の皆様の知恵

を反映する持続可能で住み続けたいと思っ

ていただけるまちづくり、住民の幸せを目

指して、職員と共にスピード感を持って業

務を進めたいと考えております。 

 人口減少対策や自然災害対策などの本町

が抱える課題、さらにゼロカーボン、地球

温暖化対策、住民の利便性向上と業務効率

化による行政サービス向上を進めるための

電子化、デジタル化などの推進など、議会

や関係団体の皆様と連携を図って課題解決

に取り組み、町長を支えてまいりたいと決

意を新たにしております。 

 まだまだ未熟な人間でございますので、

どうぞ議員の皆様におかれましては、これ

まで以上に御指導と御鞭撻を賜りますよう

心からお願い申し上げ、甚だ簡単ではござ

いますけれども御挨拶とさせていただきま

す。４年間どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

◎ 議案第４０号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１６ 議案

第４０号小型動力ポンプ付積載車（上足寄

１号）購入売買契約についての件を議題と

いたします。 

 本件について、提案理由の説明を願いま

す。 

 総務課長 松野孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題

となりました、議案第４０号小型動力ポン

プ付積載車（上足寄１号）購入売買契約に

ついて、提案理由の御説明を申し上げま

す。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 令和５年４月２０日、足寄町財務規則に

基づき、指名競争入札に付した小型動力ポ

ンプ付積載車（上足寄１号）の購入につい

て、下記のとおり売買契約を締結するた

め、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得または処分に関する条例第３条の規定

により、議会の議決をお願いするものでご

ざいます。 

 契約の目的は、小型動力ポンプ付積載車

（上足寄１号）購入でございます。 

 契約の方法は、指名競争入札による契約

でございます。 

 契約の金額は、２,４８６万円でございま

す。 

 契約の相手方は、札幌市東区苗穂町１３

丁目２番１７号、株式会社北海道モリタ、

代表取締役 岩村純一氏でございます。 

 納入期日につきましては、令和６年３月

３１日でございます。 

 ２８ページに概観図を添付しております

ので、御参照をお願いいたします。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ３番。 

○３番（榊原深雪君） １点お伺いしたい

と思います。 

 指名競争入札ということで、こういった

特殊車両の場合、何社ぐらい入札に参加さ

れているのでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 松野総務課長。 



― 17 ― 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 今回の指名競争入札につきましては、４

社を指名してございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ３番。 

○３番（榊原深雪君） ４社参加されてい

るということで、入札率は何パーセントぐ

らいだったのでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 落札率でございますけれども、９８.８８

％でございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

 ７番。 

○７番（木村明雄君）  これについて

ちょっと参考までにお伺いをしたいと思い

ます。 

 足寄消防第５分団の３部になるのかな、

上足寄というところはね、そういうことだ

と思うのです。そこの上足寄に入るわけな

のだけれども、この前の車ですよね、これ

について何年経過しているのか。そしてま

た何キロ、または何時間乗ったというか経

過しているのか、その辺についてちょっと

お伺いをしたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 消防課長。 

○消防課長（大竹口孝幸君） お答えいた

します。 

 上足寄車につきましては、平成６年に導

入しております。経過年数が２９年経過し

ております。あと走行距離につきまして

は、昨年のデータになりますが、令和４年

１０月現在で２万４６７キロになっており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ７番。 

○７番（木村明雄君） ２９年も経過して

いるということは私もちょっと随分歴史が

あるなと、そんなふうに感じたわけなので

すけれども、２万キロといったら普通の皆

さんの車であったら慣らし運転のところか

なという、そんな気がするわけなのだけれ

ども、まず、そう使わなくてもこれは耐用

年数が来たらもう更新をするのか、その辺

についてちょっとお伺いをしたいと思いま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 消防課長。 

○消防課長（大竹口孝幸君） お答えいた

します。 

 更新時期ですが、消防自動車の保証期

限、あと修理の対応年数及び交換部品の供

給対応年数がおおむね１０年から１５年と

なっております。しかしながら、走行距離

だとか使用頻度に考慮しましておおむね２

５年で更新計画を立てているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第４０号小型動力ポンプ

付積載車（上足寄１号）購入売買契約につ

いての件をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第４０号小型動力ポン

プ付積載車（上足寄１号）購入売買契約に

ついての件は、原案のとおり可決されまし
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た。 

 暫時休憩をします。 

 休憩中に、議会運営委員会の開催をお願

いをいたします。 

午後 １時５８分 休憩 

午後 ２時１４分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開します。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君）  議会運営委員会

委員長から、会議の結果の報告を願いま

す。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

ただいま開催されました議会運営委員会の

協議の結果を報告いたします。 

 これより、本日の日程に追加し、議案第

４１号を即決で審議いたします。 

 次に、広報広聴常任委員会、議会運営委

員会からの閉会中継続調査申出書について

審議いたします。 

 以上で、議会運営委員会の協議結果の報

告を終わらせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 議案第４１号 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第１ 議

案第４１号監査委員の選任についての件を

議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第４１号監査委員の選任に

ついて、提案理由の御説明を申し上げま

す。 

 下記の者を足寄町監査委員に選任いたし

たく、地方自治法第１９６条第１項の規定

により議会の同意をお願いするものでござ

います。 

 提案をする方につきましては、住所、足

寄郡足寄町南６条７丁目２７番地、氏名、

井脇昌美氏、昭和２１年１０月２５日生ま

れでございます。 

 提案理由につきましては、議会選出監査

委員であります多治見氏の任期が令和５年

４月３０日をもって満了となりましたこと

から、新たに井脇氏を議会選出監査委員と

して選任いたしたいというものでございま

す。 

 井脇氏の学歴、職歴等の略歴につきまし

ては記載のとおりでございますので、説明

は省略をさせていただきます。 

 御同意賜りますようよろしくお願いを申

し上げ、提案理由の御説明とさせていただ

きます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４１号監査委員の選任

についての件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 起立多数です。 

 御着席ください。 

 したがって、議案第４１号監査委員の選

任についての件は、同意することに決定い

たしました。 

 

◎ 閉会中継続調査申出書 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第２ 閉

会中の継続調査申出書の件を議題としま

す。 

 広報広聴常任委員会及び議会運営委員会

の委員長から、条例第１３６条の規定に
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よって、お手元に配付いたしましたとお

り、閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。 

 委員長の申出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、委員長の申出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定いたしま

した。 

 

◎ 閉会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、本

臨時会に付議されました議案の審議は全て

終了いたしました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 令和５年第２回足寄町議会臨時会を閉会

いたします。 

午後 ２時２２分 閉会 
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